
　環境と調和のとれた食料システムについては、農林漁業者、食品事業者、消費者等の幅広い関係者の理解の下、
これらの者が連携することにより、その確立が図られるものであることに鑑み、国が必要な施策の検討及び実施を
行うに当たっては、農林漁業者等、特定の者のみに過度な負担をもたらすことがないよう配慮するとともに、農林
水産物・食品の付加価値を高め、農林漁業者をはじめとする関係者の経営の発展、農山漁村の活性化に資するよ
う努めること。（※以下省略 第208回 国会 参議院農林水産委員会（令和4年 4月21日） 附帯決議より一部抜粋）


